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第１章 基本的な考え方 
 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定目的                         

○市は、災害時の応急対策業務等の主体として重要な役割を担う一方、災害時であっても継続

しなければならない通常業務を抱えている。 

○そこで、これらの業務をあらかじめ非常時優先業務として整理し、その遂行に必要な庁舎、

職員、電力及び情報システム等の資源（必要資源）を整備することで、災害時に市役所自ら

が被災しても業務の継続性を確保することが重要となる。 

○このため、本市では、大規模地震によって、行政機能が低下した状況でも一定の業務を継続

し、早期復旧を図ることを目的とした「八千代市業務継続計画（ＢＣＰ：Business  Continuity 

Plan）～震災編～」（以下「ＢＣＰ」という。）を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針                              

 大規模地震が発生した際の本市における基本方針は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

【非常時優先業務とは】 

災害復旧・復興業務

優先度の高いもの

早期実施の優先度の高いもの

+

通常業務

+

応
急
業
務

地
域
防
災
計
画

非
常
時
優
先
業
務

応急対策業務

 

方針１ 非常時優先業務を最優先し、それ以外の業務は、積極的に休止・停止する。 

方針２ 発災から７２時間までは、人命に関わる業務に全力を尽くす。 

方針３ ＢＣＰの適用後、職員やその他の資源を総動員し、非常時優先業務を実施する。 
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３ 地域防災計画との関係                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ BCPの適用                             

≪ＢＣＰ対象範囲≫ 

○対象業務の範囲は、消防部及び上下水道部の担当を除く全業務とする。 

○対象施設の範囲は、災害対応の中心となる本庁舎のみとし、それ以外の庁舎や出先機関に

ついては、今後、ＢＣＰで得られる知見を基に検討していく。 

○非常時優先業務に関係する事業者（委託業者や指定管理者等）に対しては、平時から各所

属で調整（緊急連絡先の確認や業務開始目標時期までに業務を実施させる等）を行う。 

〇また、これらの事業者においても独自にＢＣＰを策定するよう各所属から協力要請を行う。 

 

≪ＢＣＰ適用の要件と期間≫ 

 【適用要件】 

①市内で震度６弱以上の地震を観測したとき（自動適用） 

②上記震度に満たない場合でも災害対策本部が必要と判断したとき 

  【適用期間】 

①発災から１か月間（必要があるときは期間を延長） 

②上記期間内であっても災害対策本部の解散でＢＣＰ適用を解除 

 

 

 

●対象 ：地域（市民・被災者・関係機関）

●目的 ：市民の生命、財産を災害から守るための災害時の応急対策が目的

●内容 ：被災者のための災害対策（予防・応急・復旧）業務とその役割分担を定めた計画

●特徴 ：市役所の被災は想定しておらず、応急業務以外を網羅する性格のものではない

●対象 ：市役所自身

●目的 ：限られた資源の中で優先すべき業務を継続し、市民生活等への影響軽減が目的

●内容 ：災害時の応急・復旧業務の他にも優先すべき通常業務を選定し、各業務の必要人数、

開始時期等を定め、それらの業務に必要な資源を確保する計画

●特徴 ：災害時に必要な業務を遂行するために、行政機能の低下を最小限に留める

補完・実行性の確保 整合性

行動手順の明確化

地域防災計画

ＢＣＰ

災害時の業務マニュアル・・・応急業務の作業手順等の詳細を定めたマニュアル
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≪ＢＣＰ適用の周知≫ 

【災害対策本部】 

○ＢＣＰを適用した場合、市役所本庁舎（代替庁舎にあっては代替庁舎）の入口に掲示する

とともに、ホームページやＳＮＳ等でも周知する。 

【各所属】 

○業務の実施状況（実施中の業務と休止中の業務）を、災害対策本部に報告する。 

○業務の実施状況の一覧を作成し、各所属の窓口等、市民に分かりやすい場所に掲示する。 

【出先機関等】 

  ○施設の開設状況（閉鎖したときや他の目的で使用している場合）を、災害対策本部に報告

する。 

  ○施設の開設状況を、施設の入口等、市民に分かりやすい場所に掲示する。 
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５ 被害想定                              

≪想定する被害状況≫  ※平成２６・２７年度千葉県地震被害想定調査結果から一部抜粋 

（１）想定地震 

想定地震 マグニチュード 最大震度 発生季節等 

千葉県北西部直下地震 ７．３ ６強 冬季１８時、風速８m/s 

【八千代市内震度分布図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

（２）建物被害 

建物全壊棟数 半壊棟数 焼失棟数 

約３，５００棟 

（内倒壊棟数３１０棟） 
約７，１００棟 約１，４００棟 

    ※全壊＝居住機能が喪失した状況  倒壊＝家屋が完全に倒壊した状況 

※全壊、焼失棟数は八千代台地域に集中。震度６強地域では万遍なく全壊が発生。 
  

（３）人的被害 

原因 死者数 重傷者数 軽傷者数 自力脱出困難者数 

建物倒壊等 ４０人 １８０人 ８４０人 ― 

火 災 ８０人 ４０人 ９０人 ― 

ブロック塀、屋外落下物 ― １０人 ２０人 ― 

合計 １２０人 ２３０人 ９５０人 ３６０人 
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（４）避難者 

日数 避難者数 
 

避難所避難者数 避難所外避難者数 

１日後 １６，５００人 ９，９００人 ６，６００人 

２週間後 ４７，４００人 １９，０００人 ２８，４００人 

   ※避難者数は２週間後がピーク 

※避難所外避難者数＝親戚宅や屋外避難など避難所以外への避難者 
 

（５）帰宅困難者  

帰宅困難者 
 

通勤者 通学者 私事等 

１４，１００人 ８，８００人 ３，０００人 ２，３００人 

   ※平日正午を想定 

 

（６）震災廃棄物等 

震災廃棄物 約５０８，０００ｔ 

一般廃棄物 

（発災～３か月後） 

３，４８７ｔ/月 

（内訳：家庭ごみ３，３５１ｔ、粗大ごみ１３６ｔ） 
  

（７）ライフライン等 

都市ガス 
停止戸数 ６４，４７７戸 

復旧日数 １８日 

ＬＰガス 支障世帯数 約３，０００世帯 

下水道 
直後  ６，８００人 

１週間後 ８４０人 

上水道 

直後 １３１，２００人 

１週間後 ８７，６００人 

１か月後 １４，７００人 

電力 
・東京電力管内の約５割が停電し、１週間継続 

・電柱被害は全体の約１割 

固定電話 

（不通率） 

直後 ４８％ 

１日後 ４８％ 

１か月後 ９％ 

携帯電話 

（停波基地局率） 

直後 ４％ 

１日後 ４６％ 

１か月後 ９％ 

応急仮設住宅の需要 約８６０世帯 

   ※電話は、県全体の数値 
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≪市内の様相≫ 

ＢＣＰの被害想定や過去の震災教訓などから市内の様相を独自に想定。 

時間 様相 

３時間以内 ・木造家屋の密集地域で延焼火災発生 

・鉄道は運行停止、駅や商業施設に滞留者 

・昭和５５年以前に建設されたコンクリート橋脚の損壊、崩壊 

・一部河川沿いで液状化 

・ライフラインの寸断などで医療機関の医療機能低下 

２４時間以内 ・余震が続く 

・一部地域で延焼継続 

・延焼や倒壊家屋などにより一部道路寸断 

・道路規制（緊急輸送道路は緊急輸送車両のみ走行可）、市内道路は

交通渋滞 

・住民の多くが学校等の公共施設へ避難開始 

・消防、警察、住民による救出・救護活動 

・安否確認や各種問い合わせが殺到 

２日～３日 ・火災は鎮静化 

・引き続き消防、警察、住民による救出・救護活動 

・地域の中核病院に患者が集中 

・帰宅困難者が帰宅を始める 

・バスは部分的に運行が可能 

・ライフラインの応急復旧が始まる 

・支援物資が到着 

４日～１週間 ・道路は徐々に規制緩和 

・鉄道は徐々に運行再開 

・医療救護活動の縮小 

・避難所での生活が本格化（ストレスの蔓延）、避難所運営委員会に

よる自主運営が始まる 

・ライフラインの一部が復旧し始める 

・ごみ、瓦礫、し尿の大量発生 

・ボランティアが参集 

１週間～２週間 ・避難所の縮小 

・余震は収束 

・ライフラインが復旧した学校から徐々に授業や給食を再開 

・スーパー、コンビニが徐々に営業再開 

・水、食料、物資等の供給も安定し、市民生活も徐々に落ち着く 

・被災者への生活再建支援が開始 

２週間～１か月 ・避難者が応急仮設住宅等へ入居開始 

・住宅の解体、修理、建て替え等が進む 
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第２章 災害時の対応 
 

１ 災害時の業務体制                        

    大規模地震が発生したときには、八千代市災害対策本部条例に基づき災害対策本部を設

置し、本部長（市長）の統括のもと全庁的な体制で非常時優先業務を実施する。  

 

≪災害時の組織体制≫  ※八千代市地域防災計画【震災編】第 3章第 1節第３から一部抜粋 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪災害対策本部設置場所≫ 

○設置場所：市役所庁舎 別館２階第１・第２会議室 

○代替場所：庁舎が使用不能なときは、八千代市消防本部３階の講堂又は本部長が指定する

場所 

本

部

事

務

局 

事務局長 総務部次長 

事務局次長 

危機管理課長 

総務課長 

広報広聴課長 

職員課長 

財政課長 

資産管理課長 

事務局職員 

危機管理課 

総務課 

広報広聴課 

職員課 

財政課 

資産管理課 

情報政策課 

法務課 

(事務局次長が指名する

者) 

本部連絡員 (部局長が指名する者) 

災

害

対

策

本

部 

本 部 長 市長 

副本部長 

副市長 

教育長 

事業管理者 

本 部 員 

企画部長 

総務部長 

財務部長 

健康福祉部長 

子ども部長 

経済環境部長 

都市整備部長 

会計管理者 

教育次長 

消防長 

上下水道局長 

議会事務局長 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局長 

農業委員会事務局長 

危機管理監 危機管理監 

報 道 監 報道監 

本  部 

派遣職員 

自衛隊、消防庁、防災関係機

関等から本部長が派遣を求

める者 

 

 企
画
部 

総
務
部 

財
務
部 

健
康
福
祉
部 

子
ど
も
部 

経
済
環
境
部 

都
市
整
備
部 

教
育
部 

消
防
部 

上
下
水
道
部 

・
第
１
収
容
班 

・
情
報
配
信
・
記
録
班 

・
企
画
班 

・
秘
書
班 

・
支
所
・
連
絡
所
班 

・
住
民
班 

・
職
員
班 

・
防
災
・
防
犯
班 

・
総
務
班 

・
調
査
班 

・
資
産
管
理
班 

・
財
政
班 

・
保
健
班 

・
第
１
救
援
班 

・
第
２
救
援
班 

・
廃
棄
物
班 

・
環
境
班 

・
物
資
供
給
班 

・
土
木
・
公
園
班 

・
住
宅
班 

・
交
通
支
援
班 

・
第
３
収
容
班 

・
第
２
収
容
班 

・
学
校
班 

・
消
防
班 

・
警
防
・
指
令
班 

・
予
防
班 

・
消
防
総
務
班 

・
給
水
班 

・
下
水
道
復
旧
班 

・
上
水
道
復
旧
班 

・
上
下
水
道
総
務
班 
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≪災害対策本部の所掌事務≫ 

グループ名 主な役割 担当業務 

情報処理 情報の収集 

・災害情報の一括受付 

・災害対応の割り振り（担当が分かるもの） 

・被害状況や対応状況の入力など災害情報の管理 

指揮 全体の指揮 

・災害対応の割り振り（担当が分からないもの） 

・本部内及び各部に対する指示と活動調整 

・県、警察、他自治体、自衛隊との活動調整 

・自衛隊派遣要請や県、防災関係機関への応援依頼 

・国及び県への要望や報告 

支援 
ヒトやモノ

の支援 

・災害対策本部の必要物品と機材等の調達 

・職員参集状況の取りまとめ 

・災害対策本部内の人員配置と後方支援（消耗品・食事） 

・寄付金や物品の寄付に関する手続 

・災害経費の精算 

・八千代市建設連合会との情報共有 

総括 資料作成 

・本部員会議の開催及び連絡 

・被害報告の作成・報告と事務局内の情報掲示 

・本部会議資料の作成と議事録の作成 

・本部の決定事項の伝達（グループウェアに掲載） 

広報 情報の提供 

・記者会見の実施と調整 

・マスコミ対応と外部機関からの問い合わせ対応 

・広報資料の作成や広報の調整など広報媒体の管理 

・災害記録の収集、整理、保存 

・報道情報のモニタリングとやっちご意見箱からの情報収

集 

本部連絡員 部との連絡 
・各部で把握する情報の収集・対応状況の確認 

・本部指示の伝達 

 

２ 各組織の指揮命令系統                        

○あらかじめ各部・班における指揮命令者の代行順位を定め、非常時優先業務を実施するた

めの指揮命令系統を確立する。 

○それぞれの組織の指揮命令者が不在の場合は、その役割を次項の表に従い、代行者が担う。 

○ただし、指揮命令者との連絡手段が確保され、直接指示を仰ぐことができる場合には、職

務の代行は行わない。 

〇なお、ＢＣＰにおける「部」及び「部長」とは、災害対策本部設置時の「部」及び「部

長」を指す。 



9 

 ≪災害対策本部≫ 

本部長（市長） 

不在時 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 教育長 事業管理者 

   

≪各班≫ 

部名 班名 第１順位（班長） 第２順位（副班長） 第３順位 

企画

部 

秘書班 秘書課長 秘書課副主幹 秘書課主査補 

企画班 企画経営課長 企画経営課副主幹 シティープロモーション課長 

情報配信・ 

記録班 
広報広聴課長 情報政策課長 広報広聴課副主幹 

第１収容班 選挙管理委員会事務局次長 監査委員事務局次長 選挙管理委員会事務局主査 

総務

部 

総務班 総務課長 法務課長 法務課主幹 

防災・防犯班 危機管理課長 危機管理課副主幹 
危機管理課防災対策

班主査 

職員班 職員課長 職員課主幹 職員課副主幹 

住民班 戸籍住民課長 戸籍住民課副主幹 戸籍住民課主査 

支所・ 

連絡所班 
戸籍住民課長 戸籍住民課副主幹 戸籍住民課主査 

財務

部 

財政班 財政課長 契約課長 会計課長 

資産管理班 資産管理課長 資産管理課副主幹 資産管理課主査 

調査班 資産税課長 納税課長 市民税課長 

健康 

福祉

部 

第１救援班 健康福祉課長 生活支援課長 長寿支援課長 

保健班 健康づくり課長 母子保健課長 健康づくり課主幹 

子ども部 第２救援班 子ども保育課長 子ども福祉課長 子ども相談センター所長 

経済 

環境

部 

物資供給班 商工観光課長 農政課主幹 農業委員会事務局次長 

環境班 環境政策課長 
ゼロカーボンシティ

推進室長 
環境政策課副主幹 

廃棄物班 クリーン推進課長 清掃センター所長 
クリーン推進課ごみ

減量推進班副主幹 

都市 

整備

部 

交通支援班 都市計画課長 まちづくり推進室長 都市計画課副主幹 

住宅班 建築指導課長 開発指導課長 
建築指導課建築指導

班主査 

土木・公園班 土木管理課長 土木維持課長 公園緑地課長 

教育

部 

学校班 学務課長 学務課主幹 学務課主査補 

第２収容班 指導課長 保健体育課長 教育総務課主査補 

第３収容班 
生涯学習振興課主

幹(公民館担当) 
文化・スポーツ課長 文化・スポーツ課主幹 

消防

部 

消防総務班 消防総務課長 消防総務課課長補佐 消防総務課係長 

予防班 予防課長 予防課主幹 予防課課長補佐 

警防・指令班 警防課長 
警防課主幹(指揮指令

担当) 
警防課課長補佐 

消防班 中央消防署長 東消防署長 
中央消防署長代理 

東消防署長代理 

上下 

水道

部 

上下水道総務班 経営企画課長 経営企画課副主幹 経営企画課主査 

上水道復旧班 上水道課長 上水道課主幹 上水道課副主幹 

下水道復旧班 下水道課長 下水道課主幹 下水道課副主幹 

給水班 給排水相談課長 給排水相談課副主幹 給排水相談課主査 
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≪通常業務≫ 

  ○通常業務は、平時の業務体制で実施し、市長の代行者は、次のとおり行政組織順とする。 

第 1順位 第２順位 第３順位 

副市長 企画部長 総務部長 

  ○各部局の指揮命令者が不在の場合は、八千代市事務決裁規程を参考に、その不在者の下位

の職位にある者が代行する。 

   

３ 職員の初動対応                            

  大規模地震が発生したときには、早期に災害対策本部を設置するとともに、非常時優先業務

を実施するため、以下の流れを参考に初動対応に当たる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生

職員の安否確認

本庁舎の安全確認※資産管理班

・エレベータの閉じ込め確認

執務環境の整理
・ガラスの片づけ
・散乱した書類等の整理

災害対策本部設置

非常時優先業務の実施

時間外に発生 時間内に発生

所属ごとに確認

本部事務局職員以外は、非常時
優先業務を実施するためのス
ペースの確保

庁内の安全確保

〔各フロアの職員が実施〕
・周辺状況の確認
・来庁者の安全確認
・負傷者の安全な場所への移送

職員の参集
・参集ルートの被害状況を把握し、所属長へ報告

・総括長が各部の参集状況等を職員班へ報告

本部事務局職員は、災害
対策本部設置場所に参集

業務を一旦停止

災害対策本部の運営

〔参集準備〕
・動きやすい服装（貸与された作業服等）
・帰宅できないことを想定し、食料、着替え等
の必要な物を携行

・職員連絡メール
・電話
・災害用伝言ダイヤル（171）

 

特別非常参集職員と避

難所・地区連絡所担当

職員は決められた場所

に参集 

特
別
非
常
参
集
職
員
は
、
避
難
所
・
地

区
連
絡
所
担
当
者
に
引
継
後
、
登
庁 
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第３章 非常時優先業務   
 

この章では、非常時優先業務を、開始時期、実施期間及び必要人数などの観点から整理した。 

１ 非常時優先業務の基本的な考え方                       

○非常時優先業務を選定する目的は、発災時にどの業務から着手するのかを明確にすること

にあり、人員等が不足した際に優先すべき業務を選択するときの目安にすることにある。 

○非常時優先業務は、各所属（班）単位で実施し、人員不足時の職員の再配置など非常時優

先業務の実施に係る各種調整は、部内で完結することを基本とする。 

○各局面に割り振った非常時優先業務は、その局面にならなくても、業務に着手することが

可能な状況であれば、早期に着手すること。 

 

２ 非常時優先業務の運用                       

≪職員ごとの事務分担≫ 

○災害時に人的資源を効率的に活用するため、「非常時優先業務 事務分担表」として、所属

ごとに各職員の役割をあらかじめ定めておく。 

○当該「事務分担表」で定める業務の主担当が不在の場合は、副担当、担当の順で業務を担

い、全員不在のときは、所属長が交代要員や参集職員の中から調整を図る。 

 

≪非常時優先業務の更なる絞り込み≫ 

 ○職員の参集状況により、当面の間、各部で人員不足が見込まれるときには、前述の「事務分

担表」にかかわらず、部内で人員の調整を図り、業務に当たる。 

○その際、各部で選定した非常時優先業務のうち、優先度の高い業務から集中的に職員を投入

し、その他の業務は、人員が確保できるまで一旦休止する。 

 

≪休止している通常業務の早期再開≫ 

○ＢＣＰの適用期間中は、原則、通常業務を休止するが、他の非常時優先業務への応援の見込

みや、夜間業務の交代要員として人員を配置する予定もなく、かつ、人員が足りているとき

には、休止している通常業務を順次再開することができる。 

○ただし、その際は、災害対策本部又は職員班に他業務への応援の要否を確認し、応援が不要

であれば再開することを伝える。 
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３ 非常時優先業務の選定基準                         

非常時優先業務の選定にあたっては、今の資源で実施可能かという「可能性」の視点ではな

く、市民にとって業務を開始する必要があるかという「必要性」の視点から検討し、所属ごと

に応急業務及び優先度の高い通常業務の選定を行った。 
 

≪業務選定の基本方針≫ 

   非常時優先業務の選定にあたっての基本方針は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

≪業務選定基準≫ 

非常時優先業務を開始する目標時期について、次のとおり、発災後から１か月の間を６つの

局面に分け、それぞれの非常時優先業務をどの局面で実施するのか検討し、整理を行った。 

 

 第１局面（発災後３時間以内  

【考え方】 

○人命救助や火災対応などを行いつつ、応急活動に必要な体制を確立する。 

○被災状況の確認と市民の生命・安全の確保を優先するため、ほとんどの通常業務を停止する。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・市民の生命と安全を確保する体

制を確立するための業務 

・災害対策本部の設置 

・職員の安否確認 

・被害情報の収集 

・消火・救出活動 

・応急医療救護活動 

・公印の管理 

・情報システムの維持管理 

・庁舎の維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

★災害時には、応急業務を最優先し、通常業務は、原則、積極的に休止する。 

★イベントや会議等も原則として休止し、公共施設（市民体育館、図書館、郷土博物館

等）についても、一般利用を休止する。

★通常業務の選定は、平時における重要性で判断するのではなく、人命や市民生活の維持

に係る重要度で判断する。 

★発災から７２時間までは、人命に関わる業務に重点を置く。 
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 第２局面（発災後２４時間以内）  

【考え方】 

○人命救助や火災対応を継続し、応急活動を開始する。 

   ○道路やライフラインの確保も優先し、二次被害の防止に努める。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・市民の生命と安全の確保に必要な業務 

・２４時間以内に業務に着手しないと、

都市機能に影響を及ぼす業務 

・他自治体等への応援要請 

・避難所の開設、運営 

・要配慮者対策 

・道路、交通手段の確保 

・食料等の物資の供給 

・上下水道の災害復旧 

 

 

 

 第３局面（発災後２日～３日以内）  

【考え方】 

○人命救助に必要な応急活動を最優先するとともに、衛生環境の回復などに取り組む。 

   ○被災者の生活環境の向上を図るための活動を実施する。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・３日以内に業務に着手しない

と、市民の生命と安全の確保や

他の非常時優先業務に影響を及

ぼす業務 

・瓦礫の処理 

・遺体の搬送、収容 

・重傷者の移送 

・建物応急危険度判定 

・住民票、戸籍等に関する業務 

・埋火葬許可事務 

・虐待相談 

 

 

 第４局面（発災後４日～１週間以内）  

【考え方】 

○人命救助に必要な応急活動は規模を縮小し、被災者に対する生活支援を開始する。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・被災者に対する救援の継続や行政

機能の回復に向けて必要な業務 

・ごみの収集処理 

・保健・防疫活動 

・応急保育、教育 

・被害認定調査 

・障害者支援に関する業務 

・休日、夜間救急業務 

・出納、会計事務 
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 第５局面（発災後１週間～２週間以内）  

【考え方】 

○被災者支援の向上を図るとともに、インフラの復旧に向けた準備等を開始する。 

○物資の供給も安定し、市民生活も落ち着きつつある。地域社会への影響も考慮して徐々に通常

業務を再開していく必要がある。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・被災者の生活改善に必要な業務 ・り災証明書の発行 

・応急仮設住宅の建設 

・義援金等の取扱い 

・災害廃棄物の処理 

・保育園、学童保育の再開 

・市税の賦課、徴収、減免 

・国民健康保険業務 

 

 

 第６局面（発災後２週間～１か月以内）  

【考え方】 

  ○インフラの本格的な復旧に着手する。 

○通常業務も市民生活に直結する基本的な業務を中心に順次再開する。 

選定基準 応急業務の例 通常業務の例 

・被災者への生活再建支援業務 

・２週間以上着手しなくても市民の

生命と財産、都市機能維持に直ち

に影響しないと見込まれる業務 

・被災者生活再建支援 

・被災住宅の応急修理 

・生活保護、児童手当等の給付 

・介護認定業務 

・健診、予防接種 

・監査請求への対応 
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4 非常時優先業務の選定結果                         

業務選定基準に基づき、各所属（消防部及び上下水道部の業務は除く）で非常時優先業務を

選定した結果、次のとおりとなった。 

 

≪非常時優先業務数≫ 

【総業務数】 

総業務数 ９７０ 

 応急対策・復旧業務 １３１ 

通常業務 ８３９ 

非常時優先業務 ３６５ 

 応急業務 １１３ 

通常業務 ２５２ 

 

【局面別業務数】 

区 分 
第 1局面 

（~3時間） 

第 2局面 

（~24時間） 

第 3局面 

（~3日） 

第 4局面 

（~1週間） 

第 5局面 

（~2週間） 

第 6局面 

（~1か月） 

応急業務 ５６ ７３ ８６ ８７ ８４ ８５ 

通常業務 ２８ ４３ ７９ １１４ １７０ ２５０ 

 

【部別 非常時優先業務数】 

区 分 
第 1局面 

（~3時間） 

第 2局面 

（~24時間） 

第 3局面 

（~3日） 

第 4局面 

（~1週間） 

第 5局面 

（~2週間） 

第 6局面 

（~1か月） 

企画部 ２２ ２４ ２４ ３４ ３９ ４０ 

総務部 １２ ２２ ４０ ４７ ４７ ５３ 

財務部 １３ １５ １６ ２７ ３０ ３０ 

健康福祉部 ６ １１ １７ ２４ ４０ ８６ 

子ども部 ２ ３ ９ １０ ２６ ３３ 

経済環境部 ９ ２０ ３４ ３３ ３６ ４５ 

都市整備部 ９ １０ １１ １２ ２３ ３３ 

教育部 １１ １１ １４ １４ １３ １５ 

 

≪各部の非常時優先業務≫ 

 ◯各部が実施する非常時優先業務については、巻末資料における非常時優先業務一 

  覧（必要人員含む）参照 
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第４章 業務実施体制の確保 
 

１ 人員の確保体制の確立                           

    非常時優先業務を実施するには、人員体制の確立が重要になるため、職員の安否を確認

し、あらかじめどのくらいの人員を確保できるか、おおよその数を把握する必要がある。 

 

≪職員の安否確認≫ 

発災時には、職員の安否を確認し、所要時間別に参集人数を整理・把握することが必要と

なるため、以下のとおり安否確認を実施する。 

 【勤務時間内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 家族の安否確認 

○家族の安否の確認は、職員が業務に専念するために重要であることから、各職員は、発

災後、スムーズに安否確認を行い、速やかに業務に従事できるよう、平時から家族間で

災害用伝言ダイヤル１７１や災害用伝言板による連絡方法を確認しておくこと。 

・安否確認が取れずに業務に従事するときは、所属長が引継ぎ、できる範囲で当該職員

の家族の安否を確認する。 

・所属長は、所属職員の家族の負傷や当該職員以外に家族の介護ができないときなど、

考慮すべき事情があるときは、一時帰宅を許可することができる。 

○家族側からの職員の安否に関する問い合わせは、職員班が一括で受け付ける。 

 

※２ 各所属長からの安否報告後の手順は、職員動員の報告と同様に総括長が職員班へ報告す

るが、報告方法等については、今後、職員の動員などに関するマニュアルで整備する。 

 

  

所属長が

安否確認
地震発生

※休暇、出張中の職員の安否

も確認

職員は家族の安否確認後

初動対応

総括長が

取りまとめ
職員班

※１

※２

災害対策本部

報告 報告 報告
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【勤務時間外】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  

    ○職員班は、職員連絡メールに登録している職員で、一定時間が経過しても安否の確認

が取れない職員について、所属長へ当該職員の安否確認を依頼する。 

    ○所属長は、所属職員の安否を確認し、その結果を職員班へ報告する。 

 

   ※２ 

    ○所属長は、平時から職員連絡メールに登録していない職員を把握し、発災時には電話

で連絡するよう指導する。 

    ○携帯電話の種類によっては、職員連絡メールに対応できないものもあるため、発災時

にメールで連絡が取れなかった場合には、所属長に電話で連絡する。 

    ○発災時に職員連絡メールや電話が使用できない場合を想定し、各所属は、平時から災害

用伝言ダイヤル１７１や災害用伝言板の利用方法を確認するとともに、当該サービスで

使用する電話番号を特定し、配備要員表や緊急連絡網などに反映するよう努める。 
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≪参集の心得≫ 

【参集時】 

○参集する際には、職員は参集ルートの被害状況（道路や家屋等の状況）の把握に努め、登

庁した際に所属長へ報告し、総括長が取りまとめて部ごとに災害対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

 

【参集遅延】 

○参集が遅れるときには、家族を含む安否情報を所属長に報告した上で、参集時期につい

て指示を仰ぐものとする。 

次に掲げるような場合で、自宅で待機するときは、常に所属長と連絡が取れるよう

にしておくこと。 

 

 

なお、参集が遅れる職員は、早期に参集できるよう状況の改善に努めるとともに、

参集手段が確保できた場合等、遅参事由が消滅したときには、直ちに参集すること。 

【心掛け】 

○各職員には、それぞれに役割分担された非常時優先業務があり、自身の参集が遅れるこ

とによって、当該業務が滞る可能性があることに留意する。 

 

≪職員の参集予測≫ 

○勤務時間外に発災した場合を想定し、各職員の自宅から市役所までの参集時間を算定した。 

○ただし、実際の災害時には、特別非常参集職員など参集場所が指定されている職員は、決

められた場所に参集することになる。 

 

 

 
 

・徒歩以外に参集手段がなく、参集距離が２０㎞を超えるとき。  

・病気などの身体の不調により参集できないとき。 

・乳幼児の保育や高齢者の看護等のため参集できないとき。 

（当該職員以外に看護等する者がいない場合に限る）  

・職員及び家族が死傷したとき。 

・自宅が全壊又は全焼したとき。 

～ 遅参事由（例示） ～ 

〔参集準備〕 

・動きやすい服装（貸与された作業服等） 

・帰宅できないことを想定し、食料、着替え等の必要な物を携行 
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【対象者】  

特別職，消防部職員及び上下水道部職員並びに他機関への出向者を除く全職員（再任用

職員及び任期付職員を含む）１，０７６人（令和６年１０月１日現在） 

【参集手段】 

災害時の参集手段は、公共交通機関のマヒや交通状況を勘案し、徒歩、自転車、バイク

として、参集速度は次のとおり設定した。 

徒歩 … ３km/h  自転車 … １５km/h  バイク … ３０km/h 

【予測結果】 

 

参集時間 1時間以内 3時間以内 6時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 

参集人数 259人 632人 731人 746人 852人 1,044人 

参集率 24％ 58％ 67％ 69％ 79％ 97％ 
 

★下記の参集不能率を考慮して算定（千葉県業務継続計画の値を参考） 

 

 
 
 
 

 

★発災後、参集するまでの時間を一律３０分加算して算定 

★他機関への出向者（６名）は除く 
 

 
 
 
 

 

  

★必要人数は、各部の非常時優先業務実施に必要な人数を積み上げたもの 

★兼務できる業務については、一人当たり２つできると仮定し、必要人数を１/２で調整 
 

 

 

○２４時間以内に７割の職員参集が可能となるが、この参集予測は、職員が参集できる

状況を前提として推定したもので、遅参事由や発災時期などにより参集率は大きく変

わることが見込まれる。 

○予測の段階では人員が足りているが、被災状況により想定外の業務が発生するなどの

様々な要因によって人員が不足する状況が考えられる。 

○必要人数は、現状の職員数を考慮して最低限必要な人数としており、避難所運営など

復旧作業を支障なく取り組むには人員不足が懸念される。 

区 分 
第 1局面 

（~3 時間） 

第 2局面 

（~24時間） 

第 3局面 

（~3 日） 

第 4局面 

（~1 週間） 

第 5局面 

（~2 週間） 

第 6局面 

（~1 か月） 

参集人数 904人 1,066人 1,066人 1,066人 1,066人 1,066人 

必要人数 360人 445人 602人 761人 809人 837人 

過不足数 ＋ 544人 ＋ 621人 ＋ 464人 ＋ 305人 ＋ 257人 ＋ 229人 

時間経過 ～1日（24時間） ～2日（48時間） ～3日（72時間） 1 週間 

参集不能率 30％ 20％ 2％ 

理由 発災直後の負傷や混乱等 
本人の死亡・ 

重傷等 

 

 

～ 時間別参集人数 ～  

～ 局面別参集人数と非常時優先業務の必要人数 ～ 
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２ 人員の確保対策                           

職員の参集状況や発災時期、被災状況によっては、十分な人員を確保できないことも想定

されることから、効率的に人員を確保していくためには、次のような対策が重要となる。 

 

≪職員の応援≫ 

  ○災害時には、特定の班への業務の集中や職員の参集状況などによって、人員が不足するこ

とが想定される。 

○そのときは、まず部内で調整を図り、それでも人員の確保が困難なときには、部を超えて

人員配置を検討する必要があるため、次の手順により応援職員を確保する。 

  

地震発生

災害対策本部

各部

応援する部
（総括長が取りまとめ）

時間外に発生 時間に発生

職員班
〔検討事項〕

・非常時優先業務一覧表や各所属の事務分担表から余剰人員を

把握

・部ごとの非常時優先業務の実施状況を確認

・部ごとの参集状況を確認

・その他、異動経歴や資格など職員の能力の適正を把握

総括長から依頼

応援要請する部

（総括長が取りまとめ）

・必要人数

・業務内容

・応援期間

・必要な特殊技能など

応援可能な部の
検討を指示

応援を依頼

応
援
職
員

〔受入用意〕
・従事する業務の明確化
・マニュアルの用意

②

①

⑤

④③

⑥報告

必要がある場合
は調整

市職員だけ
で対応困難
な場合・他の自治体や関係

団体に要請
・専門ボランティア等
の活用
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≪受援体制≫ 

 ○大幅な人員不足が見込まれるときには、災害対策本部において、他の自治体や関係機関に

対し、職員等の応援要請を行うことになる。 

 ○その際、応援職員等をスムーズに受け入れるために、応援職員等を配置する業務の特定や

受入体制を検討しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

≪マニュアルの整備≫ 

 ○担当外の職員や他の自治体からの職員等をスムーズに受け入れるため、各業務の主担当課

は、業務の具体的な手順や関係機関との連携方法等を定めた業務マニュアルをあらかじめ

整備しておかなければならない。 

○今後、危機管理課において進捗管理（助言・提言含む）を行い、各主担当課のマニュアル

の作成を推進していくとともに、訓練等を通じた継続的な見直しに協力していく。 

※ 主担当課…非常時優先業務の取りまとめを行う課 

 

≪交代体制≫ 

  ○各部長は、ＢＣＰが適用されたときには、非常時優先業務一覧表を参考に職員の従事状況

を把握し、職員の連続勤務が３日を超えることがないよう交代体制を整える。 

  ○各部長は、職員が疲弊し、業務に支障をきたさぬよう、交代要員など業務に従事していな

い職員で、帰宅後も夜間等の緊急参集が可能な職員を自宅で待機させることができる。 

  ○各所属長は、平時から予め「非常時優先業務 事務分担表」で交代要員を含め職員個々の

役割を定め、限りある人的資源を効率的に活用できるよう努める。 

   

≪ＯＢ（ＯＧ）職員の活用≫ 

○専門的な技能等が必要とされる業務の人員が不足したときの対策として、専門的な技能や

経験のあるＯＢ（ＯＧ）職員の活用が考えられる。 

○このため、職員課は、退職する職員に対して、災害時における協力を依頼し、退職時に登

録するような制度を検討する。 

 

 

 

 

・避難所の運営に関すること。 

・救援物資の受入や供給に関すること。 

・応急仮設住宅に関すること。 

・り災証明書の発行に関すること。 

・被災住宅の認定調査に関すること。 

・応急危険度判定に関すること。 

 

～ 応援職員等を配置する業務の例 ～ 

※ 
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≪ボランティアの活用≫ 

人員が不足する際にボランティアを積極的に活用するため、一般ボランティア（第一救援

班）の窓口担当課が、災害ボランティアセンター（八千代市社会福祉協議会）と調整し、ボ

ランティアの確保を図る。また、専門ボランティアについては、各担当課が千葉県の担当課

と調整し、ボランティアの確保を図る。 

   

 

 

 

≪小中学校教職員からの応援≫ 

○教職員は、施設管理という点や学校教育の早期再開につながる観点から、市の避難所運営

を補完する役割を担い、原則として勤務する小中学校に参集し、児童・生徒の保護及び避

難所の運営補助に従事する。 

○そのため、今後、避難所運営における教職員の役割を明確化するよう教育委員会を中心に

調整し、体制を整えていく。 

 

 

 

≪健康管理≫ 

職員班は、職員が健康を損ない業務に従事できなくならないよう、次のような安全衛生面

の対策を講じる。 

休息場所の確保 

帰宅せず業務に従事する職員の休息場所の確保は、健康管理上重要であるため、発災後、

速やかに休息場所が確保できるよう予め場所の選定を行い、必要な物品を確保しておく。 
  

メンタルヘルスケア 

職員自身の被災や断続的な業務への従事等による精神面への負荷によって、業務に従事で

きなくならないよう精神衛生に配慮し、メンタルヘルスケアを実施する体制を確保する。 

 

≪避難所の集約≫ 

○非常時優先業務の中でも多くの人員を要するのが避難所の運営であるため、比較的、規模

の小さい公民館などの避難所は、状況を見ながら順次縮小していく。 

○更に、学校等の避難所について、避難者の少ない避難所を近隣などで一つに集約し、スリ

ム化することで人員の確保を図る。 

 

 

参考：平成 29年 1月 20日付け（28文科初第 1353号）文部科学省初等中等教育局長通知 

「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する留意事項について」 

※専門ボランティア：専門的な知識、技能を有するボランティア（通訳、応急危険度判定士、

保健師など） 

※一般ボランティア：炊出しや瓦礫撤去の補助など専門的な技能等が必要ないボランティア 
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３ 業務に必要な資源の確保                            

   ここでは、非常時優先業務の実施に必要な電力や情報システム等の必要資源の現状や課題

を把握し、対策について検討を行った。 
 

≪庁舎≫ 

非常時優先業務を実施するためには、人員の確保とともに非常時優先業務の拠点となる庁舎

の安全性や執務環境を確保する必要がある。 

【現状】 

～庁舎の耐震性～  
 

施設名 完成年 経過年数 構造規模 敷地面積 延床面積 耐震性能 

本庁舎 

（旧館） 
Ｓ44 築 55年 

RC造地上５階 

地下１階 

25，176.98㎡ 

 

4，650㎡ IS値 0.21 

本庁舎 

（新館） 
Ｓ51 築 48年 

RC造地上６階

地下１階 
5，694㎡ IS値 0.35 

本庁舎 

（別館） 
Ｓ61 築 38年 RC造地上４階 1，693㎡ 新耐震基準 

 IS値 0.3未満 … 倒壊や崩壊する危険性が高い 

IS値 0.3～0.6未満 … 倒壊や崩壊する危険性がある 

IS値 0.6以上（新耐震基準）… 倒壊や崩壊する危険性が低い 

※ 令和元年度に耐震性が低い旧館・新館（柱）の暫定補強を実施 
 

～執務環境～  
 

什器 
・書庫、キャビネット、什器などのオフィス家具の転倒防止対策は、概

ねすべて実施済み。 

エレベータ 

・旧館（Ｈ１２年製）と別館エレベータ（Ｓ６１年製）には、地震時管

制運転装置が設置されていない。 

※ 地震の初期微動を感知し、最寄り階に停止させる安全装置 

空調設備 
・非常用発電機からは電力が供給されないため、外部からの電力供給が

遮断されたときは、復旧まで使用できない。 

トイレ 

・排水施設等に被害がなければ、非常用発電機でポンプ類を稼働し、受

水槽から水を汲み上げるため、水がある限り利用が可能である。 

・本庁舎には、災害用仮設トイレ（男性７人用、女性１４人用、凝固剤

１，０００セット）を整備済み。 

 

 

 

 

 

 

※ 
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【課題】  

s～庁舎の耐震性～  
 

○旧館・新館は、耐震性が低く、ＢＣＰで想定する地震が発生したときには、倒壊する可

能性や、倒壊せずとも火災や壁等の破損により、使用不能になる可能性が高い。 

○耐震性が確保され、倒壊の危険性が低い別館においても、火災や壁等の破損によって、

使用不能になる恐れがある。 

○上記の事由から所属によっては、代替施設へ移転せざるを得ないこともある。 
 

s～執務環境～  
 

什器 
・オフィス家具の転倒の他、ＰＣやプリンタ等のＯＡ機器の落下による

破損によって、業務の停滞を防ぐ必要がある。 

エレベータ ・エレベータの閉じ込め事故が発生する可能性がある。 

空調設備 
・職員の体調管理のため、外部からの電力供給が再開されるまでの暑さ・

寒さ対策が必要となる。 

トイレ 
・ポンプの故障や排水設備等に損壊が生じたときには、トイレの使用が

できなくなる。 
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【対策】 

s～庁舎の耐震性～  
 

○壁やガラスの破損など庁舎の応急修理のために必要な資機材の備蓄を検討する。 

○庁舎が使用できなくなる場合を想定し、あらかじめ次のとおり代替庁舎の候補を選定す

るとともに、今後、当該施設の十分な防災機能の強化を図る必要がある。 

施設名 総合生涯学習プラザ 中央図書館・市民ギャラリー 

耐震性能 新耐震基準 新耐震基準 

構造規模 RC造地上 4階地下 1階 RC造一部鉄骨造地上 2階 

延床面積 5,621㎡ 6,268.77㎡ 

執務可能な

面積 
アリーナ 1,305㎡、多目的ホー

ル 252㎡、スタジオ 166㎡、学

習相談・情報提供コーナー144

㎡、クラブハウス 87㎡、第１研

修室 84㎡、第 2研修室 78㎡ 

展示室 505.44㎡、常設展示室 

188.44㎡、フリースペース 

153.66㎡、学習室③115.2㎡、 

学習室②56.47㎡、学習室① 

35.62㎡、研修・会議室 80.76 

㎡、ミーティングルーム 32.19㎡ 

電力機能 なし 発電機 1台、燃料の備蓄はなし 

通信機能 電話機 3台、電話回線 3回線 電話機 1台、電話回線 1回線 

事務用機器 コピー機 2台、グループウェア用

パソコン 2台、グループウェア用

プリンタ 1台、外部接続用パソコ

ン 1台、外部接続用プリンタ 1台、 

 

コピー機１台、グループウェア用 

パソコン 4台、グループウェア用 

プリンタ１台 

トイレ 男女各４か所 

※電気系統及び雑用水槽に不具

合がある場合は使用不可能。 

男女各３か所、こどもトイレ 

（男女兼用）１か所。 

   ○代替庁舎での非常時優先業務の実施のため、各所属は、あらかじめ必要な資機材等のリ

ストアップを行っておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

s～執務環境～  
 

什器 
・転倒防止策等を実施していない所属には改善するよう働きかけてい

く。 

エレベータ 

・発災時に資産管理班は、閉じ込めの有無を確認する。 

・発災後は、保守点検業者に点検を依頼し、安全確認が取れるまでの間、

使用を禁止する。 

・閉じ込め事故の対応要請及び復旧依頼の手順をあらかじめ定めておく。 

空調設備 
・暑さ対策…服装の軽装化を認める。 

・寒さ対策…携帯カイロや毛布を利用する。 

トイレ 

・必要な備蓄量を把握し、災害用仮設トイレ（携帯トイレ含む）の備蓄

を図る。 

・排水施設に損壊がないか確認が取れるまでの間は、トイレの使用を禁

止し、災害用仮設トイレ等を使用する。 

 

≪電力≫ 

被害想定では、東京電力管内の約５割が停電し、１週間継続すると想定されているため、こ

のような状況下でも電力供給を可能とする環境整備が必要となる。 

【現状】 

メーカー 設置

場所 

基本事項 

型式 出力 燃料・容量 作動時間・燃費 発電範囲 

富士電機㈱ 

ＳＰＧ 

１５０Ａ 

別館 
127.5ｋVA 

軽油 

266ℓ 

約 9時間 

30ℓ/h 

別館 2階・4階、新館

1階・3階の一部、Ｐ

ＢＸ（電話交換機） 

㈱東京電機 

Ｐ‐ＦＳ 

旧館 

150ｋVA 
A重油 

5,390ℓ 

72時間以上 

35ℓ/h 

揚水ポンプ、湧水ポ

ンプ、汚水ポンプ、

排水ポンプ、排煙

機、消火栓ポンプ、

エレベータ 

※人命救助の観点から重要な「７２時間」は、電力供給を可能とするよう推奨されている。 

 

【課題】  

○非常用発電機からの電力の供給先は、別館の２階及び４階、新館の１階（戸籍住民課、国

保年金課）及び３階（納税課）のみのため、電力を使用できる場所が限定されている。 

  別館の２階と４階は、どのコンセントからも電力が取れるが、新館については、赤枠

で明示されたコンセントのみ電力が取れる。 

 ○非常用発電機の燃料が、旧館は重油、別館が軽油で、備蓄量もそれぞれ異なっているた

め、一方の燃料がなくなったとき、もう一方の燃料を使用することができない。 

○特に別館（軽油）は、備蓄量に規制を受けるため、７２時間稼働可能な量を確保できてい

ない。 
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○燃料を確保できても、非常用発電機自体が７２時間の稼働に耐えられない可能性もある。 

【対策】 

  ○災害時に情報システムを使用するなど非常用発電機からの電力供給が必要な所属を精査

し、電力の供給先を再検討する。 

○停電時には、非常用発電機が自動的に稼働するが、万が一自動で稼働しなかったときなど

に備えて、手動起動訓練を実施していく。 

○備蓄量が少ない別館の非常用発電機の燃料（軽油）について、千葉県石油協同組合八千代

支部から供給を受けられるよう、あらかじめ要請方法等を検討しておく。 

 

≪情報システム≫ 

業務の実施に必要な情報システムの確保については、情報政策課で別途策定した、情報シス

テムやネットワークの復旧手順等に係るＩＣＴ部門としての方向性を定めた業務継続計画に基

づき、対策を実施していく。 

〔ＩＣＴ部門の業務継続計画を参照〕 
 

留意事項 

災害時の業務マニュアルを作成する際は、システムが利用できない場合を想定し、手作

業による業務の実施やその際に必要なデータ、書式を事前に紙媒体で用意するなど、管理

方法を定めておく必要がある。 
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≪通信手段≫ 

災害時には、通信設備の被災や通信の輻輳により電話等がつながらないことも想定できるた

め、多種多様な通信手段を確保しておくことが重要となる。 

  ※ 輻輳…通信の混雑により電話がつながりにくくなること 
 

【現状】 

電話 

・輻輳による発信制限が生じたときでも、優先的な発信が可能な災害時優先電話が、本庁 

舎に固定電話で３回線、携帯電話で２５台保有しているほか、出先機関も複数保有してい

る。                

・庁舎が停電しても、電話回線の切断等がなければ、蓄電池からＰＢＸ（電話交換機）へ

電力が供給されるため、利用は可能である。 
 
デジタルＭＣＡ無線 

・通信が途絶したときのため、各部に５１台、避難所等を含む出先機関などに８３台計１

３４台のＭＣＡ無線を配備している。 

 

【課題】  

電話 

・本庁舎の災害時優先電話は、本部で使用することを想定しているため、各所属で使用で

きる災害時優先電話がない。 

・電話回線の敷地内引込設備や庁舎の損壊等により、使用不能になる可能性がある。 

・災害時には、市役所へ電話が殺到することが想定されるため、発信がしにくい状況とな

り、業務に支障をきたす可能性もある。 
 
デジタルＭＣＡ無線 

・バッテリーが最長で約１８時間しかもたない。 

・電話と異なり、交互での通信となるため、情報が正確に伝わらなかったり、伝達に時間

を要したりする可能性がある。 

 

【対策】 

○各所属でも使用できる、災害時優先電話を整備する必要がある。 

○災害時に、どの手段が利用でき、また一番つながりやすいかは、その時の状況によって

異なり、事前に特定することは困難であるため、複数の手段を想定しておくことが必要

である。 

 

 

 

 

※ 
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電話 

・資産管理課は、平時から全庁的に災害時優先電話の状況を把握しておくとともに、災害

時には発信専用として位置付け、着信で使用しないことなど使用方法を検討する。 
 
デジタルＭＣＡ無線 

・伝達する情報の要点を整理し、手短に話すなど通信時間の短縮や通信回数を減らせるよ

う、訓練を通じて習熟度を上げていく。 
 
その他通信手段 

・グループウェアの機能を活用し、庁内外と情報伝達を行う。 

・職員個人の携帯電話を活用した所属内等での情報伝達を想定し、平時から情報伝達体制

等を構築しておく。 

・防災行政用無線の親局と子局での複信通話が可能であるため，使用方法を明確化し、効果

的な活用を検討していく。 

用語 

親局：危機管理課無線室にある防災行政用無線 

子局：市内各地に設置されている防災行政用無線 

複信通話：電話のように通話すること 

 

≪職員用の食料・水の備蓄≫ 

災害時には、帰宅できずに継続して業務に従事することが想定されることから、職員の疲弊

を防ぎ、継続的に非常時優先業務を実施するため、職員用の食料・水が必要となる。 

【現状】 

○発災後３日分の食料等が必要と想定されるが、現状では、職員用の備蓄はしていない。一

部の所属において、独自に行っているところもある。 

【課題】  

  ○現状，職員用の備蓄をできていないが，令和７年度に整備予定である。 

 

【対策】 

  ○市民用食料等の備蓄が整った段階で、職員用の備蓄の必要量を把握し、検討していく。 

  ○当面、各所属で消費期限の長い食料等の備蓄を平時から行うことを推奨していく。 

  ○受水槽（新館地下と別館１階）の水を利用できる可能性が高いため、今後、飲用水として利

用可能な量を算出するとともに、スムーズに取水するための設備改善について検討する。 
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≪資機材等≫ 

 【現状】 

コピー機 

・総務課契約分…１階に１台、２階に２台、３階に３台、５階に１台、

６階に１台、出先機関４台 

・総務課契約以外（４階、別館、出先機関）…各所属で契約 

コピー機トナー 
・総務課契約分…在庫は各機予備１本程度を配置 

・総務課契約以外…各所属で契約 

コピー用紙 

・総務課契約分…在庫が少なくなった時点（残りＡ４用紙１００箱、Ａ３

用紙１０箱）で契約業者から購入 

・総務課契約以外…各所属で契約業者から購入 

パソコン・プリ

ンタ・トナー 

パソコン 

・内部情報システム…１，１８５台（本庁舎６４１台、出先機関５１４台、

テレワーク用端末３０台） 

・外部情報システム…２５台（本庁舎６台、出先機関１６台、予備機３

台） 

（基幹情報・福祉情報系システムのほか、上下水道局契約分は除く） 

プリンタ 

・内部情報システム…１０２台（本庁舎４７台、出先機関 

５５台） 

（基幹情報・福祉情報系システムのほか、上下水道局契約分は除く） 

トナー 

令和２年度より情報政策課所管システムのプリンタ消耗品（インクカート

リッジ等）は、一部の所属を除き情報政策課で確保し、マシン室で保管し

ている。 

無線ＬＡＮ子機 

・無線ＬＡＮ子機…１６０台 

なお、各会議室で利用できる接続台数は以下のとおりである。 

 別館２階第１・２会議室…３０台 

 旧館４階第１、第２委員会室…３０台 

 新館６階第４会議室…３０台 

その他の資機材 

・道路等の復旧工事などの応急業務に必要な資機材については、把握で

きていない。 

・通常業務で使用する事務用品については、平時から常備されている。 
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【課題】 

○事務用品の保管場所やコピー機の設置場所が、耐震性の低い新館、旧館となっているため、

本庁舎が被災した場合に使用できなくなる可能性がある。 

○ＢＣＰで想定する地震が発生したときは、本庁舎の耐震性の不足から多くのパソコンとプ

リンタが使用できなくなる可能性がある。 

○事務用品を除き、コピー機のトナーなど総務課や情報政策課で一括管理していないものが、

各所属でどれだけ在庫があるのか把握できていない。 

 

【対策】 

○資機材等に限りがある場合、災害対策本部や人命救助など優先度の高い業務を実施してい

る所属から資機材の割り当てを行う。 

 

コピー機 
非常時優先業務の開始目標時期が遅い所属や出先機関から、移動可能なコ

ピー機を確保する。 

コピー用紙 ・災害時に必要なコピー用紙やトナーは、常時２週間分の在庫を確保する。 

・平時から納入業者に発災後の納品再開時期の目安を確認しておく。 コピー機トナー 

パソコン・プリ

ンタ・トナー 

参集できない職員のパソコンや非常時優先業務の開始目標時期が遅い所

属のパソコン・プリンタ等を活用する。 

ただし、フロアの異なるパソコンとプリンタでは原則使用できないた

め、万が一移設して使用するときは、事業者に依頼する必要がある。 

その他の資機材 
マニュアルの整備や訓練の実施により、業務が具体化することで必要な資

機材等を洗い出し、対策を講じる。 
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≪車両≫ 

災害時には、被害状況調査や物資の輸送等により、高い頻度で車両の使用が見込まれること

から、十分な車両を確保することが重要となる。 

【現状】 

車両 
 

種別 本庁舎 教育委員会 出先機関 

普通車 ６台 １台 １８台 

小型貨物車 １３台 ８台 ６台 

軽自動車 ５３台 ２９台 １４台 
 

 
燃料 

燃料が不足したときに、優先的に供給を受けるため、千葉県石油協同組合八千代支部と

協定を締結している。 

 

【課題】  

車両 

・平日の日中は、集中管理車両のほとんどが稼働している状況であるため、配車待ち状態

が多くある。 

・災害時には、更に車両の使用頻度が高くなることが見込まれるため、優先度の高い業務

への配車に影響を及ぼす可能性がある。 
 
 

燃料 

発災後、燃料の供給が滞ることにより、ガソリンスタンドで給油ができないなど燃料の

確保ができず、車両の運行に支障をきたす可能性がある。 

 

【対策】 

車両 

・公用車だけで対応が困難なときには、経済環境部は協定先等から輸送車両などを確保す

ることになるが、その際、迅速に手配できるよう平時から連携体制を構築しておく。 

・公用車や協定先等から確保した車両は、災害時に作成する配車計画により、一元的に管

理するため、その際の作成手順をあらかじめ業務マニュアルとして整備しておく。 
 
 

燃料 

・資産管理課で管理する車両は、平時からガソリンが１/２を下回る前に給油を実施して

いるが、今後、これを全公用車についても実施する。 

・千葉県石油協同組合八千代支部と、平時から燃料の供給方法などについて取り決めるな

ど連携体制を構築しておく。 
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第５章 業務継続マネジメント（ＢＣＭ） 
 

ＢＣＰの実効性を高めるには、訓練等を通じた検証を行い、その都度見直しを行うなど継続的に

計画の運用・管理を図る「業務継続マネジメント」（ＢＣＭ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ 

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）に取り組むことが重要である。 

１ ＰＤＣＡサイクル                            

ＢＣＭとは、ＰＤＣＡサイクルに沿った継続的な計画の改善であり、今後は、ＰＤＣＡサイ

クルに基づき、ＢＣＰの妥当性や実効性について、マニュアルの作成・見直しやそれに基づ

く訓練を実施する際に、継続的に点検し、必要に応じて改善を図っていく。 

 

 

 

２ ＢＣＰの推進                                     

 ≪訓練等の実施≫ 

  ○八千代市災害対応訓練等を利用し、初動対応や非常時優先業務の実施手順等の確認を行う。 

 ○主担当課で作成するマニュアルを、災害時に協同して当該業務を担う所属にも周知し、共

通認識を持つことで、災害時のスムーズな業務の遂行を目指す。 

  ○人事異動があるごとに、各所属長は「非常時優先業務 事務分担表」を見直し、各職員の

役割を明確にすることで、職員一人ひとりの意識啓発につなげる。 

 

 
 

Plan（計画）
計画の策定

Do（実行）
訓練等の実施

Check（評価）
点検・検証

Act（改善）
計画の改訂・

見直し

計画の実効性 

を高める 
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≪ＢＣＰ等の点検・見直し≫ 

  ○今後、マニュアルの整備による業務の具体化や訓練を通じた点検により、課題や改善点が

明らかになったときは、ＢＣＰ及びマニュアルの見直しを行っていく。 

  ○なお、訓練等を通じてＢＣＰの点検を行うときには、次の事項を検証する。 

  ・安否確認  ・職員の応援体制  ・業務の優先度 ・業務の開始目標時期及び実施期間 

  ・業務内容  ・業務に必要な人員  等 

  

≪ＢＣＰの推進体制≫  

○ＢＣＭには全庁的に取り組むことが必要であり、その中心となる組織として「総括長会

議」を位置付け、ＢＣＰを推進していく。 


